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船舶インシデント調査報告書 

 

                              平成２３年１１月１０日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２３年１月４日 １６時３０分ごろ 

発生場所 長崎県平戸市平戸島南方沖 

 平戸市所在の尾上
おがみ

島灯台から真方位１２０°４,０００ｍ付近 

（概位 北緯３３°０９.６′ 東経１２９°２２.２′） 

インシデント調査の経過  平成２３年３月１１日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（長崎事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 奈々
な な

丸、１８トン 

 ＮＳ２-２３２１９（漁船登録番号）、有限会社はまだ漁業 

 １７.５４ｍ（Lr）×３.８８ｍ×１.９０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５５８.９８kＷ、昭和６２年２月１１日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成５年７月１日 

  免許証交付日 平成１９年１１月２７日 

（平成２５年６月３０日まで有効） 

 船長は、平成１９年４月ごろから本船に船長として乗船していた。 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機1番シリンダのクランクピン及び連接棒クランクピン軸受部焼損 

主機の主軸受メタル及びクランクピン軸受メタル全数に異常摩耗 

 インシデントの経過 

 

本船は、船長ほか１人が乗り組み、船長が単独で操船して平戸島南方沖

を約９.５ノットの対地速力で漁場に向けて南西進中、操舵室にいた甲板員

が甲板に出てから船員室に戻ることになったので、安全に船員室に戻れる

ように主機回転数をアイドリング回転数とし、クラッチを切って停船し

た。 

本船は、甲板員が船員室に戻ったのち、船長がクラッチを入れたところ

主機が停止し、再始動できなかったので主機の運転を断念して来援した僚

船にえい
．．

航されて長崎県佐世保市神崎
こうざき

漁港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風速 約１０m/s、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期、波高 約２ｍ 

 その他の事項 

 

主機は、本インシデント後に点検したところ、主軸受メタル及びクラン

クピン軸受メタルが異常に摩耗しており、また、オイルパン底部にカーボ

ン及びスラッジが堆積して潤滑油が汚損していた。 

主機の取扱説明書には、潤滑油のノッチワイヤ式２次こし器（以下「こ

し器」という｡）の点検掃除を１か月又は４００～５００時間ごとに、潤滑
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 油の交換を４００時間ごとにそれぞれ行うよう記載されていた。 

こし器の差圧警報装置は、こし器の入口と出口の潤滑油の差圧が１.５±

０.３kgf/cm2 以上になると警報表示灯が点灯し、ほぼ同じ圧力でこし器の

逃がし弁が開弁され、潤滑油がこし器をバイパスして主機各部に流れる仕

組みになっていた。 

主機は、運転時間が月に２５０～３００時間であった。 

船長は、こし器の差圧警報装置が作動すると帰港後にこし器を掃除し、

潤滑油を交換するようにしていた。 

こし器の差圧警報装置は、船長が本船に乗船した当初約４か月で作動し

ていたが、次第に短くなり、本インシデント直前には約３か月で作動して

いた。 

本船は、主機のクランク軸、主軸受、クランクピン軸受等の点検が、８

～９年前に購入されて以来、行われていなかった。 

主機のオイル交換は、主機オイル注油口に電動オイルポンプの吸入側パ

イプを差し込んでオイルを抜く方法で行っていた。 

分析 

 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、平戸島南方沖を南西進中、主機の１番

シリンダクランクピン軸受メタルが著しく摩耗し

ていたことから、同軸受が油膜切れを生じて焼損

し、主機の運転ができなくなり、運航不能となっ

た可能性があると考えられる。 

主機は、潤滑油こし器の点検、掃除及び潤滑油

の交換が適切に行われていなかったことから、潤

滑油の汚損が進行してこし器が目詰まりを起こ

し、油圧が低下して潤滑不良を繰り返すうちに主

軸受メタル及びクランクピン軸受メタルが異常に

摩耗したものと考えられる。 

本船の主機は、潤滑油の交換の際、オイルパン

底部の掃除が十分に行われていなかったものと考

えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、平戸島南方沖を南西進中、主機の１番シリ

ンダクランクピン軸受メタルが著しく摩耗していたため、同軸受が油膜切

れを生じて焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生した可能

性があると考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・取扱説明書に記載されたこし器の点検掃除及び潤滑油の交換の周期等

を遵守し、潤滑油の性状管理を適切に行うこと。 

・潤滑油交換時には、オイルパン底部に堆積しているカーボンやスラッ

ジを十分に清掃すること。 

・取扱説明書の記載事項を遵守し、定期的にクランク軸及び主軸受等の

点検を行うこと。 

 




